○浜田市木造住宅耐震化等促進事業補助金交付要綱
平成21年３月31日告示第68号
改正
平成24年３月30日告示第72号
平成28年３月23日告示第36号
平成29年２月24日告示第19号
平成31年３月15日告示第43号
令和４年３月４日告示第21号
令和６年３月25日告示第33号
令和７年３月28日告示第53号
令和８年３月25日告示第35号

（目的）
第１条　この告示は、浜田市建築物耐震改修促進計画に基づき、民間の既存の木造住宅について耐震改修等を行う者に対して、その耐震改修等に要する費用の一部を補助することにより、地震等による木造住宅の倒壊を防止し、もって住民の生命及び財産を保護することを目的とし、その補助金の交付に関しては、浜田市補助金等交付規則（平成17年浜田市規則第56号。以下「規則」という。）に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。
（定義）
第２条　この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(１)　耐震診断　財団法人日本建築防災協会が発行する「木造住宅の耐震診断と補強方法」により住宅の耐震性について耐震診断技術者（島根県耐震改修設計施工技術者名簿に登載されている者及びこれと同等の技術を有していると認められる者をいう。以下同じ。）が判定する診断をいう。
(２)　補強計画　耐震診断の結果、上部構造評点が1.0未満と判定された木造住宅に対し、当該評点を1.0以上に向上させるための計画（耐震診断技術者により設計されたものに限る。）をいう。
(３)　耐震改修　補強計画に基づき実施する工事をいう。
(４)　容易耐震診断　住宅・建築物耐震改修事業を活用した旧耐震基準の木造住宅の除却における耐震診断について（技術的助言）（令和６年１月30日付け国住市第40号国土交通省住宅局市街地建築課長通知）に定める旧耐震基準の木造住宅の除却における容易な耐震診断調査票を活用した診断をいう。
(５)　耐震シェルター　地震発生時に居住している住宅の倒壊から自らの命を守るための装置であって、公的機関により安全性の評価を受けたもの、地方公共団体等により補助対象工法として認められたものその他市長が認めるものをいう。
(６)　耐震シェルター設置工事　耐震診断の結果、上部構造評点が1.0未満と判定された木造住宅に対し、耐震シェルターを設置（１階部分に限る。）する工事をいう。
(７)　高齢者等　65歳以上の者又は身体障害者福祉法（昭和24年法律第283号）第４条に規定する身体障害者をいう。
（補助対象者）
第３条　補助の対象となる者は、次条に規定する住宅の所有者とする。この場合において、共有名義の住宅にあっては、共有者全員の合意により選出された者とする。
（補助対象建築物）
第４条　補助の対象となる住宅は、次の各号のいずれにも該当する住宅とする。
(１)　市内に所在する民間の木造（木造以外との混構造のものを除く。）の住宅（併用住宅を含む。）であって、階数が２以下のもの
(２)　昭和56年５月31日以前に建築し、又は着工した住宅
(３)　耐震診断の結果、上部構造評点が1.0未満と判定された（解体助成事業にあっては、容易耐震診断により市長が倒壊の危険性があると判断した場合を含む。）住宅（耐震診断事業を除く。）
(４)　申請日の属する年度の前４年度の間において、耐震シェルター設置工事を行っていない住宅（解体助成事業に限る。）
(５)　高齢者等が居住する住宅（耐震シェルター設置事業に限る。）
（補助対象事業等）
第５条　補助の対象となる事業、補助対象経費、補助金額及び補助限度額は、別表のとおりとし、補助金の総額については、予算の範囲内とする。
（交付申請）
第６条　補助金の交付を受けようとする者（以下「申請者」という。）は、木造住宅耐震化等促進事業補助金交付申請書（様式第１号）に次に掲げる書類を添えて、事業に着手する日前７日までに市長に提出しなければならない。
(１)　住宅の位置図及び平面図
(２)　住宅の建築又は着工年月日が確認できる書類の写し
(３)　見積書の写し
(４)　耐震診断又は容易耐震診断の結果が確認できるもの（耐震診断事業を除く。）
(５)　耐震シェルターの製品名と仕様を明示したもの及び設置計画図（耐震シェルター設置事業に限る。）
(６)　高齢者等であることが確認できる書類（耐震シェルター設置事業に限る。）
(７)　その他市長が必要と認める書類
２　前項に規定する申請は、１補助対象建築物につき、１事業当たり１回に限りすることができる。
（交付決定）
第７条　市長は、前条の申請があったときは、速やかに内容を審査し、補助の可否を決定し、木造住宅耐震化等促進事業補助金交付決定（却下）通知書（様式第２号）により申請者に通知するものとする。
（変更承認申請）
第８条　補助金の交付決定を受けた者（以下「補助事業者」という。）は、規則第９条第１項に規定する事由が生じたときは、木造住宅耐震化等促進事業変更承認申請書（様式第３号）を市長に提出し、あらかじめその承認を受けなければならない。ただし、市長が別に定める軽微な変更については、この限りでない。
２　前条の規定は、前項の規定による承認をする場合について準用する。
（実績報告）
第９条　補助事業者は、補助事業が完了したときは、速やかに木造住宅耐震化等促進事業実績報告書（様式第４号）に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(１)　事業に係る費用の請求明細書の写し
(２)　領収書の写し
(３)　事業の成果報告書
(４)　補助事業の実施前後の比較が可能な写真（耐震改修事業、解体助成事業又は耐震シェルター設置事業の場合に限る。）
(５)　その他市長が必要と認める書類
（交付額の確定等）
第10条　市長は、前条の実績報告を受けたときは、当該報告書の審査、実地調査等により、その報告に係る補助事業の成果が補助金の交付の決定の内容に適合するものであるかどうかを調査し、適合すると認めるときは、交付すべき補助金の額を確定し、木造住宅耐震化等促進事業補助金確定通知書（様式第５号）により補助事業者に通知するものとする。
（交付請求）
第11条　補助事業者は、補助金の交付の請求をしようとするときは、木造住宅耐震化等促進事業補助金交付請求書（様式第６号）に市長が必要と認める書類を添えて、市長に提出しなければならない。
（交付決定の取消し等）
第12条　市長は、虚偽の申請その他不正の手段により補助金の交付決定を受け、又は補助金の交付を受けた者に対し、その決定を取り消し、又は補助金の返還を命ずるものとする。
（その他）
第13条　この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附　則
（施行期日）
１　この告示は、平成21年４月１日から施行する。
（この告示の失効）
２　この告示は、令和９年３月31日限り、その効力を失う。
附　則（平成24年３月30日告示第72号）
（施行期日）
１　この告示は、平成24年４月１日から施行する。
（経過措置）
２　この告示による改正後の浜田市木造住宅耐震化等促進事業補助金交付要綱の規定は、この告示の施行の日以後の申請に係る補助金について適用し、同日前の申請に係る補助金については、なお従前の例による。
附　則（平成28年３月23日告示第36号）
この告示は、平成28年３月23日から施行する。
附　則（平成29年２月24日告示第19号）
この告示は、平成29年４月１日から施行する。
附　則（平成31年３月15日告示第43号）
この告示は、平成31年３月15日から施行する。
附　則（令和４年３月４日告示第21号）
この告示は、令和４年３月４日から施行する。
附　則（令和６年３月25日告示第33号）
この告示は、令和６年３月25日から施行する。
附　則（令和７年３月28日告示第53号）
この告示は、令和７年３月25日から施行する。
附　則（令和８年３月28日告示第53号）
この告示は、令和８年３月25日から施行する。


（施行期日）
１　この告示は、令和７年４月１日から施行する。
（経過措置）
２　この告示による改正後の浜田市木造住宅耐震化等促進事業補助金交付要綱の規定は、この告示の施行の日以後の申請に係る補助金について適用し、同日前の申請に係る補助金については、なお従前の例による。
1/2
